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令和 6年 10月 診療報酬改定 変更点 

 

 医療 DX推進体制整備加算１～３ 

最初に医療 DX 推進体制整備加算の届出の登録が必要です。 

初めて届出た場合は、院内患者のファイルメニューの「令和 6 年 6 月保険改正 申請確認」

から医療 DX 推進体制整備加算の届出を登録してください。 

 

申請情報の出し方は 

「令和 6 年 6 月 診療報酬改定 

変更点」の「ベースアップ評価

料」（9 ページ）でも説明してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療 DX 推進体制整備加算の登録が終わったら、院内患者を右上の  ×  で閉じて開きなお

してください。 

既に届出済みの場合は、ファイルメニューの「医療 DX 推進体制整備加算 申請情報…」を

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療 DX 推進体制整備加算の

届出を登録していない場合、

「医療 DX 推進体制整備加算 

申請情報…」はグレーアウト

して選択できません 
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「医療 DX 加算の種類」から該当する項目を選択します。 

加算が変更になる場合は下段の開始日に日付を登録すると、終了日に前日の日付が自動登

録されます。 

 

 

 医薬品の長期収載品の選定療養に関する取扱い 

処方箋（院外処方） 

薬局で後発医薬品への変更できる処方箋であれば、先発品の銘柄の処方箋であっても問題

はありません。 

処方箋の印刷設定ダイアログで「後発医薬品への変更を許可する」にチェックしてください。 

初期状態では以下のように「後発医薬品への変更を許可する」状態になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このまま印刷すれば先発品を処方しても薬局で後発品に変更可能なため、患者に「特別な費

用」は発生しません。 

「患者の希望で先発医薬品を処方」にチェックした場合、全ての薬剤に対して「患者の希望」

欄にチェックが付きます。個別に選んでチェックをつけることはできません。 

後発医薬品だけの処方や先発品と後発医薬品が混在して「一般名処方加算」を算定している

場合、「後発医薬品への変更を許可する」「患者の希望で先発医薬品を処方」はグレーアウト

して選択できなくなります。 

処方箋をクリックしてから「設定」

ボタンをクリックして印刷設定の

ダイアログを表示させます 
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しかるべき理由があって先発品を処方する場合は「後発医薬品への変更を許可する」のチェ

ックを外して「変更不可（医療上必要）」にチェックをつけます。備考欄の「保険医署名」

欄に署名、または記名・押印を行って下さい。 

 

「患者の希望で先発医薬品を処方」にチェックした場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「変更不可」にチェック

した場合は署名・押印し

てください 
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院内処方 

選療にしない場合 

選定療養に該当する薬剤（先発品）を院内処方した場合は、「長期収載品の選定療養に関す

る取扱い」のレセプトコメントを追加するダイアログが表示されます。 

コメントを追加して以下の選択肢から必ず処方の理由を選択してください。 

院内に先発品 1 種類しか置いていない、という場合は、「５」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントが入力されていれば選定療養費は発生せず、医療保険への請求となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定療養として患者から「特別の費用」を徴収する場合 

レセプトコメントをキャンセルした後にカルテチェックをかけると、該当の薬剤に（選）の

文字が付き、カルテに入力されている薬剤が選定療養の薬剤に変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長期収載品の選定療養に関する取扱い」を入力せずにカルテを閉じて窓口会計を開くと、

自費負担が発生します。 

 

院内に置いてある薬剤が 

先発品 1 種類だけの場合は

これを選択 

特別の費用 
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選療の場合は医療保険に請求する点数が低くなり、差額を「特別の料金」（自費）として患者か

ら徴収します。 

「特別の料金」は日計では自費と自費の税額に集計されます。 

 

 

 

レセプトも選療のコードで出力されます。 

 

 

 

 

 

 

「長期収載品の選定療養に関する取扱い」の摘要コメントが入力されていない場合、カル

テを閉じるときに以下のエラーが表示されます。 

「院内処方で長期収載品の算定があります。「長期収載品の選定療養に関する取扱い」の

コメントがありませんがよろしいですか？ 

※選定療養の自費負担金が発生します。」 

 

 

選療になってしまった薬剤を通常のものに戻す 

 

方法１ 

薬剤をダブルクリックして（選）がない薬剤にだけチェックをつけて登録し、その後に表示

されるダイアログで「長期収載品の選定療養に関する取扱い」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※候補薬剤が２つ表示されるのは、選定療養の薬剤が登録されているときだけです。 

 

方法２ 

「長期収載品の選定療養に関する取扱い」（投薬の診療セットの一番下に追加されています）

のコメントを入力してカルテチェックをかけます。 

 

 

 

選療のチェックを外すのを忘れないように 
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令和 6年 6月 診療報酬改定 変更点 

 院内患者の「申請情報」の登録について 

院内患者の「申請情報」は、新しい施設基準の条件を満たし施設基準の申請を改めて行った

場合のみ登録してください。 

CAD/CAM 等、以前の届出に

ついてはファイルメニュー

の「申請情報」から表示でき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧制度の届出があれば、経過措置の間（令和 7 年 5 月 31 日まで）は以下のようにカルテは

動作します。 

旧届出名称 新施設基準 

外来環１ 
外安全１（初診時・再診時） 自動挿入 

外感染１（初診時・再診時） 自動挿入 

外来環２ 
外安全２（初診時・再診時） 自動挿入 

外感染３（初診時・再診時） 自動挿入 

医シ加算 

医療情報取得加算 初診時・再診時 

※医シ加算同様、マイナンバーカード等で情報の取得があるかどうかで 

それぞれ点数を入力するか聞いてきます。 

か強診 

診療セットで「口腔管理体制強化加算」が自動算定に設定されていれば

入力されます。 

か強診の届出があり算定可能な「口腔管理体制強化加算」が入力されて

いない場合、チェックで「追加しますか？」と聞いてきますので、追加し

てください。 

チェックがかかる処置：SPT、口腔機能管理料、小児口腔機能管理料、 

根面う蝕管理料、エナメル質初期う蝕管理料、 

在宅患者訪問口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料、 

小児在宅患者訪問口腔ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料 

 

歯科技工士連携加算 

院内患者の「申請情報」に日付を登録し、カルテをすべて閉じて開きなおすと診療セットに

項目が追加された状態になります。 

 

口腔管理体制強化加算（口管強） 

今までにか強診の届出を行っておらず、６月１日以降に申請をする場合は診療セットに口

腔管理体制強化加算を追加する必要がありますのでご連絡ください。  
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 ベースアップ評価料  

１．歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

院内患者の「ファイル」メニューから

「令和６年 6 月保険改正 申請情報

…」を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「歯科外来在宅ベースアップ評価料（歯外ベア）」の「届出済み」にチェックし、届出を行

った日付を入力したら、 OK で画面を閉じます。 

設定を有効にするため、カルテは閉じて開きなおします。 
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２．歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ） 

院内患者のファイルメニューから

「歯科外来在宅ベースアップ評価

料(Ⅱ) 申請確認…」を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「開始日」をダブルクリックして届出を出した日付を入力します。 

右端欄をクリックして届出たベースアップ評価料（Ⅱ）を選択して OK で閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出が変更になった場合は届出を出しなおした日付を開始日に入力すると終了日は自動で

登録されます。登録後、カルテをすべて終了し、再度起動します。 

外来環のように自動で入力されるようになります。 

「歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）」は３か月ごとに算出を行う必要があり、届出

の変更による算定開始月が年４回に決められていますので、「開始日」は令和６年６月１日

以外は「１月１日」「４月１日」「７月１日」「10 月１日」で登録します。 

歯外ベア１は 6/21 まで届出期間が延長されています。歯外ベア２は 7/1 までに提出すれ

ば 7/1 から算定できますがその後は 10/1 からの算定開始となりますのでご注意下さい。  
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 歯科診療特別対応加算 

初診時は＜基本診療の入力＞でチェックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診療時間を入力します。ここまでは歯科診療特別対応加算１、２、３ともに共通です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科診療特別対応加算１、２の場合は「患者の状態」を選択します。レセプトに記載される

定型文なので、追加や変更はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する項目にチェック 

処置に対して加算する場合 

感染症を選択した場合、処置入力後に

病名を登録する画面が表示されます 
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処置の入力後に感染症等の病名を追加する画面が表示されるので追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病名はレセプトに記載されます。追加・変更はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科診療特別対応加算２は、「特別な技法」を選択する画面が表示されるので選択します。 
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歯科診療特別対応加算３は時間の入力の後、感染症の病名を選択する画面が表示されます。 

感染症名がない場合は登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科診療特別対応加算を算定して診療時間が 60 分を超えた場合、30 分ごとに 100 点が自

動的に加算されます。 

特１で 90 分の場合、175 点＋100 点で 275 点として表示されます。 
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 訪問診療料 

居宅や場所等は引き継ぎます。 

人数については「同一建物居住者 2 人以上 3 人以下」「同一建物居住者 20 人以上」に該当

する場合は変更が必要です。 

 

引き継がれ方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）（訪問診療・同一建物以外）」は 1 人のみの場合

だけが該当します。同一世帯の場合は１人目も 2 人目以降も「歯科外来・在宅ベースアッ

プ評価料（１）（訪問診療・同一建物）」になります。 
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 SPT、歯掃、P重防、F局（フッ化物）を毎月算定する場合 

歯掃・F局：０点のまま入力→点数ありにチェックで変更 

口管強の届出を行っている場合、歯掃と F 局は毎月算定可能ですが、翌月の入力時は 0 点

になってしまいます。 

0 点でもそのまま入力してください。 

「機械的歯面清掃を点数ありに変更しますか？（特別対応加算対象患者又は妊娠中又は糖

尿病又は口管強の為）」 

「フッ化物歯面塗布処置（エナメル質初期う蝕患者）を点数ありに変更しますか？（口管強

を算定している患者）」 

というチェックがかかり、点数ありで入力できます。 

歯科診療特別対応加算を算定している場合も同様です。 

 

SPT＋歯周病ハイリスク患者加算 

口管強の算定がなく SPT と歯周病ハイリスク患者加算を毎月算定する時は、「項目の追加」

＜今回の SPT は、前回の SPT の翌月の初日から２月が経過しておりません。理由の要点の

摘要コメントが必要です。＞が表示されますので「SPT の治療間隔短縮理由の要点」を追加

します。 

「ハ 糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合」を選択し  完了  をク

リックします。 

 

SPT→P重防 

口管強の届出がされている場合、SPT から P 重防へ移行すると P 重防が毎月算定できます。 

この場合は「P 重防（歯数）（治療期間の短縮）」と記載されている処置を入力します。 

「歯周病重症化予防治療」の名称になっているものは、従来通り３か月に１回算定できる処

置です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

毎月算定する場合は 

「P 重防（歯数）（治療期間の短縮）」 

を入力 
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 周術期等口腔機能管理 

「周術期等口腔機能管理」を３つに分けました。 

「周術期等口腔機能管理」は今までの診療セットから（Ⅲ）を除き、周術期等口腔機能管理

（Ⅰ）（Ⅱ）になっています。がん手術等の周術期口腔管理用の診療セットです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「周術期等口腔機能管理３」 

外来・在宅（入院中の患者以外）の放射線治療・緩和ケア時の口腔ケア用です。 

衛生士等居宅療養管理が６回まで算定できるようになりましたが、５回以上訪問する場合

は入力するマスタが新設された「Ⅳ」「Ⅴ」「Ⅵ」になります。 

月５回で、単一建物以外（一人）への訪問の場合は、全て（１回目の訪問から）「衛生士等

居宅療養管理指導Ⅳ」を算定します。 

４回までと５回以上（６回用）にサブゼットで分けて入れてありますので、その月の訪問回

数によって使い分けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護の「衛生士等居宅療養管理指導費」Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ について 

介護の電算コードに「Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ」が新しく作成されましたので、処置マスターを追加しま

した。 
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「周術期等口腔機能管理４」 

入院中の患者に対しての放射線治療・緩和ケア時の診療セットです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５回以上の訪衛指算定について 

緩和ケアを実施する場合、訪衛指は８日まで算定が可能です。 

「緩和ケア」のコメントがカルテに入力されていない状態で５回目の訪衛指を入力しよう

とした場合、「今月、訪問衛生指導の算定が 5 回を超えました。0 点に変更しますか？」と

いうダイアログが表示されます。 

「キャンセル」で点数ありのまま入力すると「訪衛指 2･3 を 5 回以上算定しました。緩和

ケアの摘要コメントを追加しますか？」と表示され、「緩和ケア」のコメントを追加できる

ようになっています。 
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 口腔機能管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛生実地指導の口腔機能指導加算について 

入力すると「口腔機能低下症用」「口腔機能発達不全症用」の指導文の選択肢が表示される

ので、目的に応じた項目を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導内容は患者さんへの提供文書に印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択して追加 
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 小児口腔機能管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舌圧検査について 

舌圧検査を入力すると「舌圧検査の患者の状態」の摘要記載が必要になります。 

口腔機能については「口腔機能の低下が疑われる場合」しか定型文が用意されていないため、

「口腔機能発達不全」でも「口腔機能の低下が疑われる場合」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

追加 

患者さんの疾患に合うものを選択する 
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 口腔バイオフィルム除去 

「口腔バイオフィルム除去」は１口腔での処置になるので、部位は入力せず病名だけを入力

します（部扱いになります）。 

 

「口腔細菌定量検査１」「口腔バイオフィルム除去」の診療セットが誘導されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

検査のセットには「口腔バイオフィルム除去処置も

入っていますので、一緒に算定できます 
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 在宅患者訪問リハビリ指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリ指導管理料 

「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」が算定できるのは以下の疾患になります。 

バイオフィルム感染症、口腔機能低下症、摂食機能障害 

３つの疾患で共用できるように処置を入れています。 

※「口腔バイオフィルム除去処置」は、「在宅患者訪問リハビリ指導管理料」に費用が含ま

れているため算定できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小児在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」が算定できるのは以下の疾患になり

ます。 

 口腔機能発達不全症、摂食機能障害 

２つの疾患で共用できるように処置を入れています。  
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 エンドクラウンの入力 

形成は「生・失 PZ (CAD/CAM 冠) imp BT」の診療セットから入力します。 

コア一体型の補綴物であるため、コア imp、支台築造は算定できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ｓｅｔ CAD/CAM 冠」の診療セットで、エンドクラウンをクリックして選択を変更します。 
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 歯根分割・分割抜歯後の CAD/CAM冠 

歯根分割の場合は下顎大臼歯で材料は（Ⅲ）のみ、１つの材料から作成した近心根及び遠心

根に対する補綴物が連結されているものに限られます。 

歯冠形成から「66」の部位で２ずつ（小臼歯×２）として算定しますが、装着する CAD/CAM

冠のみ「CAD/CAM 冠１歯分」の算定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分割抜歯後に CAD/CAM 冠（Ⅲ）が装着できるのは上顎の第１大臼歯又は第２大臼歯を３

根のうち２根（口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか）を残して分割抜歯をした

場合であって、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合のみです。 

この場合も「CAD/CAM 冠１歯分」の算定となります。 

 

 

 クラウン・ブリッジ維持管理料 

金パラ・14K・銀合金の単冠はクラウン・ブリッジ維持管理料の対象から外れました。 

金パラ等を選択している場合はクラウン・ブリッジ維持管理料はグレーアウトします。 

硬質レジンジャケット冠等を選択すると、入力できるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

補綴物だけ 

「CAD/CAM 冠（Ⅲ）（大）（歯根分割）」×１ 

となります 
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 歯科技工士連携加算、光学印象、光学印象歯科技工士連携加算 

歯科技工士連携加算 

院内患者の「申請情報」に日付を登録し、カルテをすべて閉じて開きなおすと診療セットに

項目が追加された状態になります。 

 

加算できる項目 

imp：単冠の前歯部のみ（レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠） 

BT：６歯以上のブリッジ、多数歯欠損、総義歯の有床義歯 

TF：多数歯欠損又は総義歯に係る有床義歯等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imp、BT、TF にそれぞれ加算できますが、１日に算定できるのは１つの処置だけになりま

す。単冠の前装冠の印象とブリッジ６歯以上の形成 imp BT を同日に行ったとしても、imp

か BT のどちらかを選び×１のみの算定となります。 

 

光学印象、光学印象歯科技工士連携加算 

光学印象を算定できるのは CAD/CAM インレーのみです。 

imp と BT は算定できなくなるため、光学印象を選択すると imp と BT は選択されなくな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光学印象歯科技工士連携加算は１日に１回しか算定できないため、何歯かまとめて光学印

象を行っても×１の算定となります。 

  

部位が前歯ではない場合

グレーアウトして入力で

きなくなります 
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 セメントについて 

充填材料の定義が構成成分により変更になりました。 

接着材料 I 

標準型 

レジン 

・SA ルーティング プラス ・イオノタイト F 

・ケミエースⅡ ・スーパーボンド 

・パナビア F2.0 

グ ラ ス ア イ

オノマー 

・フジリュート ・フジルーティング EX 

・ハイ-ボンド レジグラス ・レジグラスペースト 

・ビトレマー2 ペースト ・アドシールド RM 

・ビトレマールーティングセメント 

自動 

練和型 

レジン 

・ジーセム リンクフォース 

・リライエックス アルティメットレジンセメント 

・リライエックス ユニセム 2 オートミックスセメント 

・レジセム 

・ビューティセム SA オートミキシング 

・ブロック HC セム オートミキシングセット 

・SA ルーティングプラスオートミックス 

・パナビア V5 

グ ラ ス ア イ

オノマー 

・ジーセムカプセル 

・ネクサス RMGI セメント 

接着材料 II 

・ハイ-ボンド グラスアイオノマーCX 

・フジⅠ 

・ケタック セム イージーミックスセメント 

接着材料 III 

・ハイ-ボンド カルボセメント ・ハイ-ボンド カルボプラス 

・スーパーセメント ・リブカーボ 

・エリートセメント 100 

 

事前に入力ウィンドウを開いて確認することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セメントの行をクリック

して開きます 

確認したいセメントをクリックするとボ

タンが表示されるのでクリックします 

※算定回数が入るので後で変更するとき

は回数を「０」に直します 
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確認だけであれば、「キャンセル」で閉じます。 

この画面で選択しておくと、入力時は選択済みの状態で表示されます。 

 

 

 

 

 

  



R6 年 6 月 

- 27 - 

後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について 

令和６年 10 月より、後発医薬品のある先発医薬品で価格差のある後発医薬品を処方し患者

さんの希望により処方箋を発行した場合に選定療養として患者さんが負担することになり

ました。保険給付は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯の価格差の４分の３まで

となり、4 分の 1 を患者さんが負担します。 

 

簡単に言うと「アジスロマイシンではなくジスロマックがいいです」と患者さんが申し出て、

「ジスロマックを処方しなくてはならない理由」がなくジスロマックを処方した場合は処

方箋の「患者希望欄」にチェックをして渡すことになります。 

この場合はジスロマックとアジスロマイシンとの差額の 1/4 の金額を「選定療養費」とし

て患者さんが支払うことになります。保険の患者負担額は選定療養費を引いた金額の 3 割

（3 割負担の患者さんの場合）となります。 

ジスロマックでなくてはならない理由があってジスロマックを処方した場合は「変更不可

（医療上必要）欄にチェックをします。この場合は今までと同じ保険給付となります。 

 

対象医薬品は以下の３つをすべて満たすものです。 

（１） 後発医薬品のある先発医薬品（いわゆる「準先発品」を含む。）であること（バイオ

医薬品を除く）。 

（２） 後発医薬品が収載された年数及び後発品置換え率の観点から、組成及び剤形区分が

同一であって、次のいずれかに該当する品目であること。 

① 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから５年を経過した品目（後発品置換

え率が１％未満のものは除く。） 

② 後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから５年を経過しない品目のうち、後

発品置換え率が 50％以上のもの 

（３） 長期収載品の薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えているこ

と。この薬価の比較にあたっては、組成、規格及び剤形ごとに判断するものである

こと。 

 

例）ジスロマック 250mg を患者希望で処方した場合 

 薬剤名 薬価合計（２T×3 日分） 3 割負担分 

長期収載品 ジスロマック錠 250mg  158.9（953.4）円 290 円 

後発品 アジスロマイシン水和物250mg  90.5（543）円 160 円 

 

選定療養費は長期収蔵品と後発品の差額の 1/4 なので 

（953.4 円-543 円）×0.25（4 分の１）＝102.6 円 

102.6 円に 10％の消費税を足して 112.86（113）円が選定療養費として患者さんの負担

となります。医療保険の負担金は選定療養費を引いた分の 3 割になるので 

（953.4 円－102.6 円）×0.3＝260 円 

医療保険分の 260 円と選定療養費の 113 円を足した 373 円が患者さんが支払うジスロマ

ック 3 日分の費用となります。 
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対象医薬品リスト 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf 

ファイルは差換えられる可能性があるため、下記の「後発医薬品のある先発医薬品（長期収

載品）の選定療養について」サイト内の「対象医薬品リストについて」でご確認ください。 

 

後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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